
別紙
令和７年度さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会第３回会議　要旨
１　日　時　令和７年１２月１８日（木）　　１４：００～１６：０８
２　場　所　さぬき市寒川第２庁舎　２０３会議室
３　出席者［委　員］横尾昌彦　　真鍋昌子
　　　　　　　　　　井川雄喜　　阿部知城　　寺井真
　　棚田美佳　　小野田真由美　　
　　　　　　　　　　樋口優子　　鎌倉未貴　　神野久子
　　　　　　　　　　溝渕茂樹　　黒見徹郎　　西庄佐恵
　　　　　［事務局］樫村学校教育課長
　　　　　　　　　　國方所長　　中村副主幹
石原副主幹
　　欠席者［委　員］山下美穂
［事務局］佐藤部長
　傍聴者　　　　　１名
４　議　題（１）学校・園における対象者の把握から対応決定までの流れについて（資料１Ｐ20～Ｐ24）
（２）学校・園における対応開始後の毎月の流れについて（資料１Ｐ25）
（３）様式について（資料２）

（４）その他

５　会議の内容は次のとおりである。
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	　ただ今から、令和７年度さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会第３回会議を開催いたします。
　それでは、開会に当たりまして、委員長より御挨拶を申し上げます。
　（挨拶）
　ありがとうございます。
それでは、議事に入る前に、新任の委員のご紹介をいたします。
前回の第２回会議開催後、新たに２名の方に委員に就任いただいています。
先日、会議資料とともにお配りした委員名簿を御覧ください。
まず、学校医の代表といたしまして、さぬき市民病院小児科の黒見徹郎委員です。
よろしくお願いいたします。
次に、アレルギー専門医であります香川大学医学部小児科の西庄佐恵委員です。
よろしくお願いします。
議事に入る前に申し上げます。
　本日の会議は、公開の対象となります。
　また、議事録につきましても、さぬき市のホームページに掲載して公表することとなりますので、お知らせします。
　なお、本日は１名の傍聴者がいます。傍聴を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。
　（異議なし）
　意義がないようですので、傍聴希望者に入室いただきます。
　これより次第に基づいて議事に入りますが、本日、委員数１４名のうち１２名に出席いただいていますので、設置要綱第６条第２項の規定により、委員会の会議が設立していることを御報告いたします。
　それでは、議事に入ります。
　設置要綱第６条第１項の規定により、委員長が議長となるとされていますので、これより会議の進行を委員長にお願いします。
　進行表では、次第の議題の（１）から（３）まで、関連した内容もありますので、一括でしてはどうかという提案をされていますが、全部というのは難しいと考えておりますので、議題ごとに説明をしていただいて、質問意見等をいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
　事務局の方はそれで進めていただいてかまいません。
それでは、議題の（１）学校・園における対象者の把握から対応決定までの流れについて、事務局から説明願います。
　それでは、議題の１学校・園における対象者の把握から対応までの決定について、説明いたします。
　資料１　食物アレルギー対応マニュアル案の表紙の裏の目次をお願いいたします。
　前回の会議におきまして「第４章　学校給食における対応レベル」までを議題として御意見・御質問等をいただくとともに、学校・園におけるアレルギー疾患の児童等に対する取組実践までの流れについて御意見・御質問等をいただきました。
　本日の会議におきましては、赤字で記載しています第４章の２「学校・園における対象者の把握から対応決定までの流れについて」及び第４章の３「学校・園における体操開始後の毎月の流れについて」並びに様式集について、議題として、前回会議の結果等を踏まえて会議資料を作成していますので、御意見・御質問等をいただきたいと考えています。よろしくお願いします。
　なお、次の３ページ　第１章　食物アレルギーの基礎知識　１　食物アレルギーとは及び同じページの２　食物アレルギーのタイプにつきましては、前回会議でいただいた意見を踏まえ、簡易な表現に修正しています。
　それでは、議題の１　学校・園における対象者の把握から対応決定までの流れについて説明いたします。
　２０ページをお願いいたします。
　２　学校・園における対象者の把握から対応開始までの流れについてです。
　新入園児、新小学校１年生、新中学校１年生の場合の対象者の把握から対応開始までの基本的な流れについては、記載のとおりとしています。
　この流れについては、前回の会議で説明し、御意見をいただきましたが、①のとおりアレルギー疾患を有し、配慮・管理の必要な児童等の把握を行った上で、②の保護者への学校生活管理指導表の配布を行った後、③の学校・園における保護者との個別面談の開催、④の学校・園の食物アレルギー対応委員会での個々の児童等への対応の決定、⑤の学校・園の対応決定内容を踏まえた教育委員会における対応の決定、⑥保護者の対応承諾、⑦教職員の共通理解を経て、給食を開始する流れとしています。
　２１ページをお願いします。

　続きまして、新入園児の場合の流れです。

　①アレルギー疾患を有し、配慮・管理の必要な園児の把握です。翌年４月からのアレルギー対応食提供を考慮し、入園申込の際に、市教委・調理場から幼稚園を通じ、保護者にアレルギー疾患に関する調査表を配布することを流れのスタートにしています。
　保護者は、アレルギー疾患に関する調査表に記入して幼稚園及び市教委・調理場に提出します。
　調査表の提出を受けた市教委・調理場は、対象の保護者に対し、市の食物アレルギー対応についての説明文書を送付し、保護者から、市の食物アレルギー対応について理解を得ます。
　この保護者への説明の際に、本市の食物アレルギー対応の対象となるアレルゲンや微量混入の可能性が排除できないこと、実施基準について十分な理解をえることを想定しています。
　次に②園児の保護者への学校生活管理指導表等の配布についてです。
　対象の保護者への市の食物アレルギー対応についての説明文書の送付時に、市教委・調理場から、食物アレルギー意見書を、幼稚園から、学校生活管理指導表を送付します。
　なお、この食物アレルギー意見書は、学校生活管理指導表では得られないアレルギー疾患に関する情報を得るために、本市独自の様式として、医師に記入を依頼することを想定しているものです。
　学校生活管理指導表・アレルギー意見書の送付を受けた保護者は、医師に、アレルギー疾患に関する情報について記入してもらい、幼稚園へ提出します。
　提出を受けた幼稚園は、個別面談の日程を調整して、参加対象者に案内をします。
　次に、③保護者との個別面談の開催です。
　この③以降の流れについては、この後説明する新小学校１年生の場合の流れ、新中学校１年生の場合の流れと概ね同じ流れとしています。
　従いまして、園児や園といった記載については、児童、生徒、学校と読み替えてお聞きいただいたらと思います。
　参加者は、保護者の外、管理職、給食主任、調理場担当者等としています。
　小学校及び中学校の新１年生の場合は、これに養護教諭が加わります。
　個別面談では、保護者に対し、（１）のとおり、市教委や園の基本方針と対応内容について、説明し、保護者から理解を得ます。
　その上で、（２）のとおり、学校生活管理指導表・食物アレルギー意見書によりアレルギー疾患に関する情報について確認を行うとともに、保護者からの聴取事項として、アナフィラキシーを含む過去の食物アレルギー発症情報、家庭での対応状況、学校生活において配慮すべき必要事項、緊急時の対応連絡先・方法等を聴取し、双方で協議を行います。
　個別面談終了後は、面談で得た情報をまとめ、面談記録及び個別対応プランを作成します。
　次に、④園内食物アレルギー対応委員会の開催についてです。
　参加者については、管理職・給食主任等としています。
　小学校及び中学校の新１年生の場合は、これに養護教諭が加わります。
　園内食物アレルギー対応委員会では、面談記録及び個別対応プランに基づき、個々の園児の対応を決定し、対応決定内容は、市教委へ報告します。
　次に⑤園児への対応決定として、市教委で、園からの対応決定内容を踏まえ、対応を決定し、保護者及び幼稚園へ通知します。
　その後、⑥保護者の対応承諾として、市教委・調理場からの詳細献立表の保護者への送付、保護者からの対応承諾書の受領、⑦の教職員の共通理解を経て、⑧給食提供を開始という流れとしています。
　２２ページをお願いします。
　次に、新小学校１年生の場合の流れです。
　先程説明したとおり、③以降の流れについては、新入園児の場合と概ね同じになりますので、①、②について説明いたします。
　①配慮・管理が必要な児童の把握、②学校生活管理指導表等の配布につきましては、新小学１年生の場合は、就学時検診という機会がありますので、就学時検診の場を活用した保護者からのアレルギー疾患に関する調査表の受領、保護者への市の食物アレルギー対応についての説明、学校生活管理指導表の配布を行う流れとしています。
２３ページをお願いします。
　次に、令和９年度の新中学１年生の場合の流れです。
　新小学１年生と同様に、③以降の流れについては、新入園児の場合と概ね同じになりますので、①、②について説明いたします。
　食物アレルギー対応食の提供を開始する令和９年度の新中学１年生は、令和８年度の小学６年生の時に、小学校において年度当初に従来実施しているアレルギー疾患に関する調査により、配慮・管理が必要な者が把握できていることが想定されることから、令和９年度の新中学１年生について、中学校と小学校が情報交換を行いながら実施する流れとしています。
　①配慮・管理が必要な生徒の把握についてです。
　すでに把握できていると想定される配慮・管理が必要な令和９年度の新中学１年生の保護者に対し、市教委・調理場から小学校を通じ、保護者にアレルギー疾患に関する調査表を新たに配布することを流れのスタートにしています。
　保護者は、アレルギー疾患に関する調査表に記入して小学校及び市教委・調理場に提出するとともに、小学校は入学予定の中学校に提出します。
　調査表の提出を受けた市教委・調理場は、対象の保護者に対し、市の食物アレルギー対応についての説明文書を送付し、保護者から、市の食物アレルギー対応について理解を得ます。
　次に、②生徒の保護者への学校生活管理指導表等の配布についてです。
　対象の保護者への市の食物アレルギー対応についての説明文書の送付時に、市教委・調理場から、食物アレルギー意見書を、小学校から、学校生活管理指導表を送付します。

　学校生活管理指導表・アレルギー意見書の送付を受けた保護者は、医師に記入してもらい、小学校へ提出します。
　提出を受けた小学校、入学予定の中学校へ送付し、入学予定の中学校が個別面談の日程を調整して、参加対象者に案内をします。
　③保護者との個別面談の開催以降の項目については、入学予定の中学校において実施する流れとしてします。
　以上で、議題１についての説明を終わります。
　学校等によって、それぞれ違いはありますが、個別にみていって、御意見、御質問等をいただけたらと思います。
本日、園長先生が参加されていませんので、園の実態のところが把握できないかも知れませんが、分かる方がいらっしゃいましたら、御意見、御質問等をいただけたらと思います。
すぐにというわけにはいかないと思いますので、周りの人とお話していただいたらと思います。
　小学校ですけれども、２０ページ　学校・園における対象者の把握から対応開始までの基本的な流れの中の②保護者への学校生活管理指導表の配布のところからですが、２の（１）の②のところですが、就学時検診が１０月１日から行うことになっているので、９月から２月頃を、１０月から２月頃に変更したほうがいいと思います。
　２２ページの流れの中で、アレルギー疾患に関する調査表を市教委・調理場から学校を通じて保護者へ渡すようになっていますが、就学時健康診断の案内状と同封して、市教委の方から直接保護者に発送していただけたら、就学時検診の時に回収できます。
　（２）ですか。

　（３）の一番上の９月から１０月頃の枠の市教委・調理場のところでアレルギー疾患に関する調査表を送付となって、それが小学校にきて、小学校から保護者に届くようになっているのです。これを就学時検診の案内状と一緒に同封して送付していただいたら、就学時検診の時に回収できるようになるのです。
　直接、市教委から保護者へ送付してくれたらいいのです。
　今二つ意見が出ています。
　一つ目は２０ページ　流れの中の学校生活管理指導表の配布については、開始時期を９月から１０月に訂正でよいと思います。
　もう一つは、２２ページの学校生活管理指導表を小学校を通さないで直接保護者に配布ということが可能かどうかという御意見です。
　就学時検診のスケジュールもあろうかと思いますので、今お聞きした意見については、今後事務局の方で検討させていただいたらと思います。
　同封して、就学時検診に回収して、その時に食物アレルギーの対応について保護者に市教委の方から説明をしていただくということでよろしいでしょうか。
　そうです。その機会を活用して保護者に説明をさせていただいたらと思います。

　２２ページの流れの中の保護者との個別面談の時ですが、参加者は保護者・管理職・給食主任・養護教諭・調理場担当者とありますが、栄養教諭の先生も参加下さったらと思います。
　その後、２月から３月頃に行われる校内食物アレルギー対応委員会の開催の時も、栄養教諭の先生がいらっしゃった方がより確実性があるかと思います。
　面談の時には、調理場の方から専門職が参加させていただくということで考えています。その後の校内食物アレルギー委員会での参加については、検討させていただいたらと思います。

　よろしいでしょうか。
　はい。
　他、いかがでしょうか。
　流れの中で、保護者に食物アレルギー意見書、学校生活管理指導表を配布して、医師に記入してもらい学校へ提出となっていますが、園に入園、小学校に入学、中学校に進学した時に書いてもらうということですか。
　毎年になります。
　毎年記入してもらっているのですね。
　現状は毎年です。
　１年生になった時だけではないのですね。
　年間を通して変化があることを想定して、確認をすることも含めて記入してもらっています。

　専門的な立場からそれが必要かどうか御意見をいただけたらと思います。
　司会の立場から質問を一つ、先程、就学時検診時に市教委が来て説明をするとなっておりますが、園の場合であればどうなりますか。
　小学校の場合は、就学時検診という場がありますが、幼稚園、中学校については、そういった場がありません。直接説明をさせていただく機会がありませんので、文書で説明書を保護者に送付して、文書の中に問合せ先等を明記して質問等がありましたら、電話で問合せしていただくという想定をしております。
　就学時検診の時に説明をするのは、新小学校１年生の入学を見据えてのことだと思いますが、新中学校１年生については、小学校で説明を受けずに中学校に上がってくるということになるのですか。
　直接説明する場があれば可能だと思います。
　そういった場があれば可能であるととらえてかまいませんね。
　集まっていただくということが難しいということでこの流れのとおり文書で説明書を送付して、疑問点があれば電話で問い合わせをしていただくということを想定しております。
　説明書の内容は見ていないので分からないのですが、保護者の方が理解できるものであればということが大前提であります。
　これから、説明書の方も作成をしていきたいというふうに考えております。
　中学校ですが、市の食物アレルギー対応については、説明文書を市教委から直接保護者に送られるのですよね。それと同時に食物アレルギー意見書が入っているととらえたらいいですか。
　そうです。

　それから、食物アレルギー意見書等、など「等」といった記載がよく使われているのですが、そこに何が入るのかなということがあって、始めてみる方であれば、「等」でなくて具体的に何か入ったりすると文書量が多くなるのですが、より分かりやすくなるのではないかなと思いました。
　アレルギー疾患に関する調査表を中学校の場合は、小学校を介して保護者に渡してもらい、それが、小学校に返ってきて、中学校に送られて、中学校が市教委へ送るとされています。
　調査表については、全員に送ると思うのですが、配慮・管理が必要な子どもだけとか、アレルギー対応食を提供する子どもだけを市教委へ送るのがいいのか、全部送付するのか教えていただきたい。
　まず、食物アレルギー意見書等の「等」については、保護者が提出する食物アレルギー対応の実施申請書の様式を同時にお送りすることを想定して記載しております。
　この辺りの表現については、今後分かりやすいものに修正したいと考えます。
　それから二つ目の御質問のところですが、どの部分でしょうか。
　９月から１０月に実施する項目で、中学校の場合は小学校を介して保護者にアレルギー疾患に関する調査表が送られ、記入されたものが、小学校を介してまた、中学校に送られてきます。中学校から市教委へお渡しするのが、全部なのかそれとも配慮や管理が必要な子どもだけなのか、アレルギー対応食を希望している者だけになるのか、どこまで送ったらいいのか教えてください。
　このことについては、中学校と小学校の情報交換ということで、中学校に上がった後のアレルギー対応が必要な情報のやりとりを想定はしているのですが、その辺りはもう少し整理をさせていただきたいと思います。
　内容についての話ではないのですが、簡単な流れ図ということで書かれていると思いますが、実際マニュアルはやり方を文書で書かれた上で、流れ図を記載するのですか。マニュアルのやり方、形式について教えてください。
　流れを今回提案させていただいて、御意見をいただいて、この流れについてより整理をするとともに、この後に文書を追加したらと考えています。
　様式が入ってくれば、探さなくても見やすくなるように整理されてきます。
　流れに加えて補足するようにします。
　中学校の流れの最初のところですけれども、配慮・管理が必要な新中学１年生の保護者にアレルギー疾患に関する調査表を送付となっていますが、配慮・管理が必要な新中学１年生とは何を根拠にいうのですか。小学校の調査を根拠にということですか。
　例えば令和８年度ですが、通常の調査を小学校の方で６年生の時に実施します。
　それを基にということですか。中学校入学までにずいぶん期間があるような気がします。中学校の方で新しくとらなくていいのですか。
　中学校でも毎年全員とっています。

　毎年全員とられていると思いますので、その中で、元気に毎日給食を食べているという子どもさんには、新たな調査は必要ないかと思うのですが、毎年の調査で配慮・管理が必要な子どもたちに対してこの時期に、中学校へ入ってから、アレルギー対応食を食べるための調査をしたいということで記載しています。
　市の方から９月か１０月くらいに小学校の方へアレルギーの調査表が送られる。それについて、小学校の方で保護者に記入してもらったものが中学校へ送られるという形ですね。
　小学校としては、書類の受渡はしますけれども、それ以上のことは難しいと思います。配慮・管理が必要な新中学校１年生というのを保護者が新たに考えていることもあるかも知れませんので、この時に配慮・管理が必要な新中学校１年生だけではなくて、全員に調査表を配布した方がいいような気がします。
　就学時で配布するというのがそれではないですか。
　小学校はそれで構わないのですが、新中学校１年生についてはどうかと思います。
　配布対象者については、検討します。
　配布対象者としては全員に配布したらという考えでよろしいですか。
　はい。体調も変わっているかも知れませんし、保護者の考えも変わっているかも知れません。
　今まで配慮・管理が必要な子どもでも、いいよということもあるし、或いは、逆の場合もあります。
　そこのところを検討いただいて、全員の方がより安全なのかなという御意見としてあがっておりますので、よろしくお願いします。

　司会でありながら、中学校の立場として、学校生活管理指導表の配布のところの質問です。市教委・調理場のやくわりに市説明文書送付時に、食物アレルギー意見書等を送付とありますが、意見書が送られるのでしょうか。
　はい。
　説明文書を送付している時に、意見書を送付しているということではなくですか。
　説明文書と併せてアレルギー意見書を送付するということです。
　一つ上にあります食物アレルギー対応についての説明文書を送付というのと同じタイミングということですね。
　上と下にありますが、両方同じものをイメージしているということでいいですね。
　そうです。
　もう一つ、個別面談のところで市教委や学校・園の基本方針という言葉がいくつか見られますが、イメージが分からないのですが、アレルギーに対する基本方針を学校が話をする。さぬき市で話をしているので、さぬき市としてはという話になりますか。それとも学校で特別に何か方針を作成するということになりますか。

　まずは、さぬき市としての実施基準について説明をして、各学校・園での具体的な対応についての説明を保護者の方に併せてして、十分に理解いただくということを想定しております。
　学校独自にはならないのかなと思います。
でも、こんなところあるでしょうということがもしかしたらあるかも知れないので、教えていただけたらと思います。
　市でこういう対応があったら統一して各学校でしましょうというのが、私のイメージです。それを学校の独自の基本方針とした時にどうだろうかとお話をしていろんなことが出来上がってきます。それに従って、学校がやっていきましょうというのが私のイメージとしてはやりやすいと思います。
　この基本方針を作り上げないといけないものなのか、今言ったイメージでいいのであれば、市教委というよりは、アレルギーに対しての基本方針の説明、対応についての説明という形になるのではないかと思います。
　当然、市の食物アレルギー対応の基本方針ということで、市教委の方である程度詳細な要件を定めて学校の方へお知らせをしますので、学校・園の方はそれに基づいて対応いただくということになろうかと思います。学校・園等のそれぞれの事情と言いますか、対応の方針として詳しくいえばこれはこうなるというところがあれば、そのことを伝えていただくということで想定をしております。
　学校・園において設置をしていただく食物アレルギー対応委員会があるのですが、その組織を立ち上げていただく段階でその辺りを詳しく協議させていただいたらと考えています。
　基本はさぬき市内揃ってしましょうというのですね。
　本当に個別なものがあったらというような考えのイメージですね。
　そうです。特別な事情があったらということです。
　特別な事情があったらということですね。
　そこのところは、特別なケースでなければ市教委の基本方針と対応内容について説明ということでよろしいでしょうか。
　微妙な調整というところがありましたら、その部分は保護者の方に説明いただくということを想定しています。
　基本となるのですが、個別面談でお話する内容はここの部分しかないのです。学校の方でお願いするということについては、学校の中でどのような受け渡しをするのかという具体的なことはそれぞれの学校で違うと思います。基本的には、調理場の方からやってきて管理員さんの手元に届きますので、そこからどうやって渡していくかということは学校の方で違ってくるので、そこの部分についても保護者の方にご説明をいただいた方がいいのかなという想定のもとで、その内容を入れさせていただいているということもあります。
　そのように御理解いただけたらと思います。
　分かりました。今のだったら、学校によって校舎の配置が違いますので、学校の運用としてこういうような受渡方法をしますよという実務的な話ということですね。

　そのことで説明をしていただいたらいいのかなと思っています。
　２４ページのところですが、校内食物アレルギー対応委員会の関係、生徒への対応決定のところにつながるのですが、個々の児童の対応を学校で決定し、決定についての内容を報告する。最終、市教委の方で対応を決定しというように決定がいっぱい並んでいて最終的な決定がこれでいったら通知が出てくるので、市教委の決定が最終ということでいいのかなと思います。
例えば、児童の対応について、検討したことを報告する。それによって市教委が決定する。決定がいっぱいあるとどこで決定しているのかなという感じがします。学校では、検討したことを報告する。報告をしたことを市教委はこれだったらできるという通知を出すというイメージの流れというのが正しいものなのかということをお聞かせいただきたい。
国のガイドラインにおいては、個々の校内・園内のアレルギー対応委員会の中で、保護者と協議の上、決定するというような文言がございますので、まず個々の児童の対応の内容については、学校の方で決定していただいて、市教委から決定した内容を踏まえて、市教委の方で最終的に対応を決定してお知らせする流れになろうかと思います。
生徒への対応決定のところであれば、対応の最終決定をし、保護者にお知らせがいくというような言葉の違いというイメージの形ですか。分かりました。
いかがでしょうか。

　続きまして、議題の２　学校・園における対応決定後の毎月の流れについてを説明いただいて、そこで議題の１に戻って質問が出るかもしれませんが、説明いただいて先に進めさせていただきたいと思います。
　２５ページをお願いします。
　この流れにつきましては、食物アレルギー対応食提供開始後の調理場と児童等の保護者等の間の、学校・園を通じた毎月の必要書類のやり取りの流れとして作成しています。
　①毎月、調理場において、食物アレルギー対応用詳細献立表、食物アレルギー対応承諾書類を作成します。
　現在、詳細献立表として、料理名、食品名、使用量、特定原材料等のアレルギー情報等を記載した献立表を学校・園を通じて必要な保護者に配布していますが、食物アレルギー対応用詳細献立表は、詳細献立表の対応アレルゲンに着色してより明確にしたものとして作成することを想定しています。
　作成した食物アレルギー対応用詳細献立表、食物アレルギー対応食承諾書は、②、③のとおり学校・園を通じて保護者に送付します。
　保護者は、④のとおり食物アレルギー対応用詳細献立表を確認し、食物アレルギー対応承諾書に、該当月の食物アレルギー対応食について、食物アレルギー対応用詳細献立表のとおりとすることについて承諾する旨の署名を行った上で、⑤のとおり調理場へ学校・園を通じて送付します。
　調理場では、保護者の対応承諾を確定した上で、⑦の食物アレルギー対応一覧表を学校・園に配布します。
　この一覧表は、調理場が学校・園へアレルギー対応食を配送するために使用するもので、毎月の日ごとの食物アレルギー対応食提供対象者一覧を記載し、各学校。・園においてアレルギー対応食の受渡し完了後、各学校・園において確認欄にチェックを入れる様式としています。

　２５ページの学校・園における対応決定後の流れというところになりますが、今現在の給食提供開始の流れをイメージしていただいて、毎月承諾書を提出というのは非常に手がかかる状態で大変かなと思います。流れを学校生活なり、幼稚園のイメージをしようとしていますがイメージができないのですが、いかがでしょうか。
　保護者の立場でいいでしょうか。様式にある対応食承諾書を保護者が毎月書くということですね。これは今までもこういう作業をしているのですか。
　実施しておりません。
　詳細献立表が必要な児童生徒の保護者の方へ、学校・園を通じて配布をして、給食が始まる前までにその内容を確認をして御理解していただいて、必要に応じて学校・園とやりとりしてお願いをしています。
　対応食承諾書は、国のマニュアルにあるのですか。
　国のマニュアルということではないのですが、他の子どもさんと違うアレルギー対応食を提供するということで、提供するアレルギー対応食の内容について、十分確認をいただいて、その確認をしたということで承諾いただいて、調理の方ではその保護者の方が承諾していただいたということを確認した上で、対応食の提供をしたいということです。

　自分の現場が常に生活管理表を取って１年間ずっと行っています。毎月対応食承諾書を取って、さぬき市の給食の様子が分からないので、毎月保護者とその現場に任すというのがどうなのだろうと思います。
　小学校や中学校の先生が「やります」と言えばいいのですが、話を聞く以上は、生活管理表で把握ができて詳細献立表で確認できるのなら、この書類はなくてもいい気がするのですが、あくまでも保護者の立場として意見を述べています。
　例えば、アレルギーを持つ親できちんとされている人はいいけれども、忙しくて忘れてしまうような保護者の方に、「出てないから出してくださいね」というのは大変だろうし、各先生やお医者さんの立場もあると思いますが、保護者としては、毎月承諾書をとる必要があるのかなと詳細献立表だけではいけないかなという気がします。
　ありがとうございました。
　担当者が１００パーセント把握されるのは、小学校も中学校も幼稚園も業務が煩雑すぎて、余り増やさない方がいいのではないかと思いう気がするのですが、どうでしょうか。
　中学校のイメージをしてもらいたいという話をして、承諾書をこのスケジュールの中で集めていくのが毎月の作業として可能なのかどうかということが一つ、ただ承諾書というのはとるべき、必要なのだよということであれば、大変でもやらないといけないので、その辺りの必要性という部分はどうなのでしょうか。
　今お話ししていただいたのは、月の詳細献立があってアレルギー対応をこうしますよというのが、詳細献立の中に出る形になるのですよね。その詳細献立を見た結果、私は承諾しましたよという形になる。月ごとに全部違うものが出るので、月ごとに承諾を得たいというとらえ方になりますか。
　最初の管理表でいけるものかどうか。いけるものであれば先生方の負担を考えてもないにこしたことはない。ただ、「それは大切だよね」と言うのであれば、していかないといけない。
　勉強不足で申し訳ありませんが、委員の皆さんから教えていただければ大変ありがたいと思います。学校のことを思っていただいて、煩雑になることが目に見えているので、いかに簡単に負担なくいける方がミスは当然少ないのではないかと考えます。
　先程の御意見ごもっともだと思いますけれども、これを出していただくというのは、大変負担にはなるのかなと思います。ただ、提供する側からすれば詳細献立表を送付するのですが、それが実際確実に保護者のもとに届いているかというのは不安が残る部分があって、幼稚園だったり、小学校の低学年だったりと言えばお家の方も見てくれるのですが、学年が大きくなると手が離れていく。いい部分ではあるのですが、逆には管理がしにくくなるという部分もありまして、こちらから給食を１食提供するということに関して確実に保護者の方から「確認をしましたよ」というお知らせというものがあれば安心して提供ができるのではないかと思っています。
　こういうこともあって承諾書を取ることとしています。様式もずいぶん前に考えたものになりますので、名前を記載していただいてお返しいただき確認をするようなものが調理場は安心だと考えています。
　資料２の様式集を見ますと、様式９の提出をしてもらうということですね。今の話で言うと安心をもらうところだと思います。
　分かりました。これがないと給食場側に情報が返ってこないということですね。
　一方通行になってしまって、手元に届いているかどうかが分かりません。
　様式１０のアレルギー対応の一覧表を出しますよね。
　そちらは管理員さんに日々どの子に何個の対応食が行きますよというのが分からないと受けとりができません。様式１０については、学校で使用する様式です。
　詳細献立表は保護者に行きますよね。
　行きます。
　詳細献立表を２部入れておいて、１部は保護者保管、１部は下に確認しました直筆サインを入れて戻してもらうというのはどうでしょうか。
　それでもいいのですが、詳細献立表は１日１枚になりますので、枚数が多くなります。
　Ａ４、１枚になりますか。
　それが２０日分だったら、２０枚になります。１日Ａ４、１枚です。例えば、卵のアレルギー対応の家庭に卵の日だけというのは難しいので、１カ月分まとめてお渡ししているような状況です。
　１日１枚になってきます。今は食品の詳細な成分を書いていますが、これも続きますし、例えば卵除去食であれば、新しい卵スープの卵なしという内容を書いているものを２０日給食があったら、２０枚が重なったものが詳細献立表という想定をしています。
　分かりました。
　今のように保護者の側からの御意見をいただけるとありがたいと思います。実際にアレルギー食で対応する生徒ということなので、例えば、本校であれば１６名の対象者ですが、養護教諭に確認すると対応食は０名と現状ではなります。すごい数の方にするのではないというのは確かかなと、安心をもらいたいという気持ちはとても理解できます。それと先生方の煩雑さもあります。これは最終回答ではなく、改善していきながらやっていかなければいけません。
　いかがでしょうか。

　このスケジュールで保護者から返ってくるものなのですか。各家庭で遅い方もいらっしゃいますし、もし返ってこない場合は、どういった対応をされるのでしょうか。
　こちら側からは保護者の方にまだ提出がないので、提出してくださいというのを学校の先生を通してお伝えをいただくような形になります。
　今はアレルギーの対応ができていないので、今のアレルギーの詳細献立表を配って、盛りつけ表に食べるとか家から持参するとか記入して、学校へ提出してもらっている状況です。そこには保護者のサインをもらっています。
　学校では、盛りつけ表を見ながら食べない日がある等、教職員が確認、理解して給食を提供しています。
今は、１７日から１８日くらいに保護者の手元にお渡しして確認いただけるのが、私の小学校では１６名配布しておりますが、ほぼその月のうちにお返事がいただいています。不備がある場合は、またやりとりがあります。
学校の勝手なお願いとして、毎月１５日に提出していただきます。提出されなかった場合、学校をとばして直接やり取りすることは難しいですか。
学校で連絡を取り合うのは、今現在でもアレルギーの子どもは担任の先生や養護の先生がずっとしております。難敵になった時を想像ができるので、市の方にも加わっていただいて、提供する側として「これでは提供できない」と伝えていただきたい。学校側では、「学校の方で承諾書が出てないのでと食べさせない」とは、学校の立場的には言いにくい。先生からお伝えするのは言いにくいと思います。毎月１５日に出るように学校は、最大限に努力はさせていただきます。それ以降については、「給食の提供が承諾なしにはできない」ということをお伝えするのは学校ではないような気がします。
学校も「市教委にお願いできないかな」という学校現場のお願いです。
　提供する側としては、承諾なしには出せないとは思いますが、市教委の説明文書の中に承諾ない場合については提供をみあわせるということがあるという一文を入れておく。説明の時にあったように「これが市の方針なのです」というのをうたっておけば市からの連絡というのがしやすくなるのではないか。学校が「やめます」、「出せません」というのは、立ち位置的になかなか言えないところではないかと思います。
　そうすると先生方の負担も軽くなるのではない気がします。
　なかなか出していただけない場合、頼んでも出てこない場合については、事務局の方で進めさせていただいたらと思います。
　毎月の承諾書の話は、除去食を提供するする人たちだけ承諾書があって、詳細献立表が継続になる方が今までどおりの○×を出してきてもらうということですね。今のところ○×を出してきてもらう人は提出をしない人がいないので、できるだろうということですね。
　○×を返さない人はぎりぎりまで先生に対応していただいて、最終、返ってきてはいます。
　逆に○×を出していなくても、承諾書を出せばいい人たちが増えるので、毎月出している人だから楽になる人が増えるのではないかということですね。
　そうです。
　それは検討いただいて、御意見をいただいた中で、整理をしていただけたらありがたいかなと、学校ができること、お願いすることを分けなければいけない。
　それ以外にいかがでしょうか。
　実務の方ですが、管理員さんの業務も非常に今までとは変わって大変になろうかと思いますので、現場で栄養教諭の先生がご指導に来ていただくことはできませんか。扱い方とか管理員さんも大変だろうと思います。ただでさえ、給食業務以外も抱えていますので、新しいことをするというのは大変だと思いますので、軌道にのるまでは栄養教諭の先生の丁寧なご指導があったら、学校現場も進んでいくと思います。
　栄養教諭が現時点で３人、新しい施設になると恐らく２人になる。全部の学校に回れるわけではありませんので、事前に行うことになるかと思います
　令和９年４月から調理業務も外部委託する予定ですので、給食提供開始前にはアレルギー対応食の提供について詳細をつめさせていただくことになろうかと思います。
　それから、シュミレーションも当然やっていただく必要がありますので、協議の中で学校の支援と言いますか、協力できるように検討していきたいと思います。
　管理員さんの研修も含めてやっていただく。管理員さんはそれを理解した上で、業務にあたるということですね。
　当然、アレルギー対応食については、個別に受け渡しをしていただくことを想定しておりますので、また、改めてお願いできたらということです。
　いかがでしょうか。
　様式に関係する質問もいただいていますので、議題の３様式について事務局から説明してもらってもよろしいでしょうか。
　はい。
　それでは、議題の３　様式について説明いたします。

　資料２　２ページをお願いします。
　様式１－１　アレルギー疾患の対応に関する調査表です。
　この調査表につきましては、先程説明した学校・園における対象者の把握から対応決定までの流れの中のアレルギー疾患を有し、配慮・管理が必要な児童の把握の際に使用する様式で、前回の会議においても資料として提案し、御意見をいただきました。
　前回の会議で提出した様式では、②の食物アレルギーについての質問の後に、「現在の給食についてあてはまる事項に○を付けてください」として、「ほかの児童等と同じ給食を食べている」「児童等が自分で除去している」「毎日弁当を持参している」といった設問を受けましたが、これに対する御意見として、「現状ではなくアレルギー対応の保護者の希望を聞く設問にしたらどうか」「希望については面談のときにきくこととして、設問自体を省いたらよいのではないか」といった御意見をいただきましたので、御意見を踏まえ、現在の給食についての設問自体を削除いたしました。
　様式１－２をお願いします。
　この調査表につきましても、配慮・管理が必要な児童の把握の際に使用する様式で、前回の会議⑧においても資料として提案し、御意見をいただきました。
　前回の様式では、「卵・乳・小麦・えびの４品目以外に食物アレルギーはありませんか」といった設問にしていましたが、これに対し、「アレルギーはありませんかではなく、さぬき市の食物アレルギー対応の対象と基準を示した上で、その要件を理解してアレルギー対応食の提供の希望の有無を聞く設問にすべきではないか」といった御意見をいただきましたので、御意見を踏まえ、このような形に修正しています。
　６ページをお願いします。

　この様式につきましては、流れの中の児童等の保護者へ配布する学校生活管理指導表とともに配布する食物アレルギー意見書の様式です。
　学校生活管理指導表では得られないアレルギー疾患に関する情報を得るために、医師に記入を依頼することを想定して、本市独自の様式として、先進自治体の様式を参考に作成したものです。
　１０ページの面談記録表、１３ページの個別対応プランにつきましては、流れの中の保護者との個別面談実施の上で作成する面談記録及び個別対応プランの様式です。
ありがとうございました。
　ただいまの説明につきまして、御質問があればお願いします。
　様式１の１ですが、①アレルギー疾患について、「ありますか」、「ありませんか」というところは、学校で管理するのが、管理表の区分にありますので、このままだと保護者がどれか分かりにくいと言いますか、アトピーあるけど他には書いていなかったりすることもあるので、どこまで知りたいかを聞いたらいいかなと思います。
　学校での配慮ということが保護者は分からないのです。面談とかで聞いていただいたら、いいのかなと思います。
　食物アレルギーについては、基本的にあれば配慮が必要となってきますので、①アレルギー疾患についてのところは、ずいぶんざっくりした質問ではないかと思います。
　３ページの一番下の表の運動後にアレルギーを発症したことは、喘息の場合もありますし、食物アレルギーの場合もあります。何を聞きたいのかが分かりませんので、食物依存性の場合を聞きたいのであればそのように書いておけばいいのではと思います。実際には、食物依存性運動誘発アナフィラキシーをお分かりになっていない方もいますので、これが必要かどうか分かりません。
　結局、主治医意見書を書かせるのであれば、主治医意見書の方に書いていただいたらと思います。
　今の考えで１の１の①についてアレルギー疾患について、何のアレルギーとあった方が答えやすいと思いますし、配慮とは答えがあった方が確かだと思います。

　アレルギーを経験したこともない私が言うのも何ですが、運動については、何が知りたいのかということですかね。いかがでしょうか。
　保護者の立場で今の質問に追加するとアレルギー疾患はないというところに１００パーセントないとかなら答えやすいのですが、アレルギー疾患で学校で管理する必要はないと書いていると、例えば、ネコアレルギーだけという場合、どここに記載しようかなという迷いがあるのは確かです。もう少し詳しく記載がしていたら選びやすくなるのではという気がします。
また、「以下の質問に回答してください」までいくと、「②に進んでください」の方が分かりやすいと思います。
ありがとうございました。
アレルギーは広いので、迷うところはあるのかなと思います。
強い言葉で書いてもいいなら「まったくない」で終了。「食物・動物等含んである」というのなら、次へ進む。突き詰めて考えたことがないので、分かりません。
園の場合なら、小学校の場合なら、子どもが小さい時ならどう書くのかなと思います。小さい時にはアレルギーが多くあり、大きくなるにつれてだんだん改善されてくる気がします。
様式１の１をこのように使うのであれば、中学校のところの流れも全員配布ということになるのかなと思いました。それと、様式１の２のところで、４ページの赤字のところの「学校給食における対応」なっておりますが、「学校給食における対応食」になるのかなと思いました。
様式２の１は食物アレルギーがあって配慮があるという人は全員配布になりますか。それとも対応食をどこまで出すのですか。
様式２の１については、学校生活管理指導表ということで、配慮が必要な生徒さんは毎年提出いただく必要があるのかなと想定しております。
管理表お願いしている子どもはみんな必要になるということですか。
２の１、２の２については、全員に必要になりますか。
２の２については、アレルギー疾患があって配慮が必要ということに加えて、さぬき市のアレルギー対応食の基準を十分理解していただいて、食べたいという場合にお医者さんに記入をしていただくということを考えている様式です。
対応食を希望する人だけですか。
アレルギーがあっても、対応食は本人さんの希望があって、さぬき市の基準を理解して食べられるという場合については、様式２－２について記載していくということになります。
生活管理指導表の子どもと、これに意見書がついた子どもの両方ができるということですか。
そうです。
先程言われた様式１の１については、①アレルギーについては検討いただいて、どれぐらいのアレルギーの設定までなのか、保護者として書きやすいのは何かということを検討していただけたらと思います。矢印で追いかけていくのがいいのか、書き方とか、記入例をつくるとかいうようにしていただくと保護者の方も書きやすいのではないかと思います。
運動のアレルギーについては、どういうものが知りたいかというところを記入例等も含めて分かりやすくなればいいのかなと思います。
よろしいでしょうか。
２の１、２の２は誰に出すというふうに、例えば管理表を出している人については、「これを出してください」、対応食を希望している人については、「これを出してください」というような表になっていると学校として把握しやすいし、保護者にも言いやすいと感じます。様式が、先程言われた流れの中に、どれを使うのかということが入っていれば間違いがなく、負担感なくできるのではないかということが大きなポイントになると思います。
様式を出すとしたら、管理表を出す人、対応食をする人、全員出す人という使い方を教えていただければ分かりやすい。
それ以外にいかがでしょうか。
確認なのですが、様式２の１ですが、今までなかったと思いますが、主治医のところに依頼の文書はなかったですよね。新しく作成したのですか。
２の２という様式は、市の方で新たに想定をして様式の案を出しています。
今までどおり食べ物のアレルギーがなくて、喘息等で学校生活管理指導表を出される方は、今まで指導表だけ持ってこられて書いてくださいという形式だったのですが、依頼表とともに持ってこられるということですね。
そうです。
分かりました。
今までもこの様式を一緒に持って行っていなかったですか。
うちの病院では、持ってくる人はいなかったです。
人によります。
主治医用と保護者用とこれは県で統一しております。
対応食でない方がこれになって、様式２－１についてくるのが学校生活管理指導表と意見書となります。
確認します。オレンジ色の管理表は主治医さんのところに持ってきている。左手に持っている依頼書は持ってくる人とこない人がいる状態というのが、分かりました。
次からは喘息だけの方もこの様式２の１を持ってくるのですか。
様式２の１は様式２の２をお持ちいただく方だけにつけます。様式２の２を書いていただく時に管理表も書いていただくので、管理表と意見書を書いてくださいという依頼書です。
管理表だけを持っていく人は、今までどおりの依頼書を持っていきます。
オレンジ色の管理表を持っていけば大丈夫です。
これからは、対応食が主治医の先生にはご苦労をおかけしますが、２の２の依頼書がついて管理表と意見書を２枚書いていただくことになります。
意見書と管理表は、重複しているところがあると思いますが、記入するのが大変だと思うのです。
何を先生方が知りたいのかということと、この様式２の２がいる方は、食物アレルギー対応食のみの方ですね。詳細献立表対応の方は必要ありませんよね。
ありません。
管理表で読み取れないところを先生方にお聞きしたいということでつけている表になります。診断根拠が同じところになるのかなと思うのですが、一番知りたいところについては、指示事項のところになります。
「微量の混入が大丈夫ですよ」というところ、その他の特記事項については、お子さんに対する情報を書いていただいたらと思います。
もしよければ、「微量な混入が不可かどうか」、「アナキラフィシーショックの既往があるか」だけ、聞かせていただければありがたいです。
これを作成するにあたりカルテをずっととって全部調べないといけない。ものすごく大変なので、聞きたいところだけ聞かせていただく方がありがたいのと、微量の混入の不可は書けるのですが、この微量が何グラムかということが決まっていないので、可とは書けないのです。これだけはお願いしたいのです。
不可かどうかは書けるのですね。
不可かどうかは書けるので、後はアナキラフィシーショックがあった既往があった人は微量だろうがたくさんあろうが入ってしまうとそうなりますので、だからと言って給食を提供しないという根拠にはならないのですが、そこは注意事項として書くことはできます。
保護者の個人面談では心もとないということで、医師の書類がいるということですね。
対応を希望される場合には、おおらかな気持ちが書かれる方もおりますので、医師の書類をお願いしたいと思います。
個人面談で聞いたらすむのではないかと思ったのですが。
そこが微量かどうかということが、保護者としても恐らく判断しづらいところもあるのかなと思います。
「病院行った時にこの項目を医師に聞いてきてください」と言ってもダメなのですか。
新たに入園する人に聞いているのですが、絶対に給食は無理そうだとかということを夏休みの段階で聞いて１０月の面談に間に合うように、さらに一次面談の後に２月の面談に間に合うように必ず持ってきてもらうようにしておりますが、種類が増えると大変です。
私は高松市の食物アレルギー対応委員会にも入っていますが、このあたりのことは患者さんに書かせる体制にしておりますので、それを持ってきて医師に聞かれる方もいますので、「分からなければ医師に相談して一緒に書いてきてください」と言ってもらえれば可能だと思います。
とても貴重な意見をいただけたと思います。
高松市であれば保護者にもお願いすべきところはお願いする。学校も聞きたいことがいっぱいになるので、絶対必要なところと知りたいけどそうでもないところの線引きをどうするのか。今言ったアナフィラキシーとか可と書いて困るところの考え方を転換していただいて、たくさん情報があったことは安心だということも分かっていますが、実際に実施した時に必要かどうかを見直していただく。
子どもがアナフィラキシーにならないために必要なものは何かというところがポイントになるかと思います。
それで削れるものは削って、養護教諭も二つの書類を書いてもらうということは大変だろうと言われていましたので、今の先生の言葉は、養護教諭が心配していたことだろうと思いました。
様式を見直すのに非常にありがたい御意見をいただきました。
もう一度最終的に様式を出きるだけ必要ないところを削ろうと思います。
アレルゲンのことは書いていただけますか。
種類としては、卵、乳、小麦、えびについですね。
「微量の混入でも不可」は残しておいてもいいですか。
大丈夫です。
「微量の混入は可」については、削除しますか。
断言できませんので、削除してください。
「微量の混入は不可」と「アナフィラキシーの既往」は掲載しますか。
「アナフィラキシーショックの既往があったかどうか」を書かせていただけたらと思います。
後は管理表に記載できるので、大丈夫かなと思います。
「微量の混入でも不可」なら対応食は出せませんよということですが、これにチェックがつくと給食そのものが出せません。
そうですね。
「微量の混入でも不可」なら弁当になります。何種類あろうが１種類だろうが学校のアレルギー対応食の限界かなと思います。
微量の混入がダメな人には提供ができないということを私たちは確認したいと思います。
微量の混入でも不可ですか
微量の混入の方には対応できませんというところの担保がほしいということで書かせていただいています。
管理表の方に「管理不要」と「管理必要」とありますよ。そうなれば医師が管理必要としたら提供できないので、いいのではないですか。
管理不要は給食のアレルギー対応が不要ですよと言うことです。何もしなくていいよということです。
ちょっとでも食べて症状が出る方は、給食そのものを提供することができないということが決まっているのです。
この表では分かりませんか。
この表では分からないのです。
そこのラインによっては、自治体とか学校とか施設によって対応ができる範囲があるのです。
ここに書けばいいのではないですか。
これは県に決められた形式があるので、自治体で勝手に変えることはできないという事情があります。なので、プラス１ついてくるという状況です。
分かりました。私もこれを使っています。
必要な情報が書けるようにできたらと思いますので、もしよかったらメールいただいたら詳細に見られると思います。
ありがとうございました。
これでお互いに書きやすい様式ができるといいのかなと思います。
それ以外の様式でいかがでしょうか。
様式４の面談記録票ですが、先生たちが記入するものなので、書きやすいような様式を作成していただいたらいいのですが、基本的に食物アレルギーのことだけ聞く様式なのですかね。
一応、そのように想定をしています。
質問１１も全部食物アレルギーのことについてということでいいですか。
毎回、運動とあるのですが、「中学校で給食を食べました」、「昼休み遊びました」、「症状が出ました」ということをイメージして入っているのかと思います。食物アレルギーに直結しているのかなと思います。
食べものを食べて運動をして症状が出てアナフィラキシーまで行かないこともありますので、そのようなことですか。
食後にということが入れば分かりやすい。
今現在使われている様式だと思います。
今みたいに先生方に見ていただいたら、「あっ」ということを気付けたらいいかなと思います。
様式５ですが、個別対応プランは要録のように引継ぎされていくのですか。
学校の方では、小児科医会で作成されている個別対応シートというのを使っていてずっと、引き継がれていくものではありません。
様式５を見ると面談の記録と重なっているので、管理表を持っている子は全員ですよね。結構大変です。
幼稚園から小学校へという架け橋のようなイメージもありますので、大変そうだと思いました。あったら安心感があるということは、分かります。
様式４と様式５が重なっていることが多いということですね。
様式４があって、様式４を見て学校の先生が様式５を作成するイメージだったのです。新たに導入されるのであれば、現場側は大変だと思います。
これがどちらかでもいいのであれば、先生方の負担は減る。
書類が多くなります。
数は単純に少なくて分かりやすい方が管理はしやすい。
残して引き継がれていくのであれば、本当に大変な作業です。
検討いただいて、削れるところは削る、余裕があればミスがなくなるというイメージの御意見かなと思います。
他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
先程、話題にされた承諾書の様式についてもできるだけ簡単にしたら提出する率も高くなってくる感じもします。
　それでは、続きまして、議題の（４）その他について、事務局より何かございますか。
　食物アレルギー給食を提供する際に使用する容器ですが、前回、現物を見ていただいたのですが、今回新たに見ていただいて御意見をいただいたらと思います。
　小・中学校については、前回のとおりの容器でいきたいと考えていますが、幼稚園のお汁の入れ物が重いので使いづらいという意見をいただきましたので、新たに、このような容器を探してみましたので、見ていただいて、幼稚園のお子さんにお汁を入れる容器としてふさわしいかどうか御確認いただけたらと思っています。
　２種類で蓋もあります。よろしくお願いします。
　帰りに見ていただいて御意見いただけたら、選ぶ方は選びやすいと思います。皆さんの御意見をいただいたら大変助かります。
　そのほか、委員の皆様から何か御意見があればいただきたいと思います。
　アレルギー対応食なのですが、「そば・ピーナッツ・かに・くるみは使用しません」ということですが、卵とくるみのアレルギーの人は、対応食は出してもらえないのですか。
　卵とくるみは出しております。
　「卵・乳・小麦・えびの四品目以外の食物アレルギーがない人のみの対応になります」と記載されています。それは、家族の人だったら「くるみは出せないの」と思うのですが、ぜひ出してほしいと思いますが、コンタミネーションの問題もありますので、わずかなくるみの量のコンタミネーションを持っているということでなければ、出していただけたらと思います。
　今、ナッツアレルギーの方が多くて、卵・乳がありつつも、ナッツのアレルギーがある方が非常に多いのです。ナッツは治らないので、ずっと中学校までこんなにすばらしい除去食対応をしてくださるのは、ありがたいと思っています。
　できれば、そこのところを記載したりして、考えていただくのはいいかなと思います。
　あともう一点、ナッツに関してなのですが、くるみだけじゃなくて、カシュナッツ、マカダミアナッツもそのうち義務食品に入ってくると思います。せっかく新しく給食センターをつくって、いい対応食をしているので、先んじて、「くるみもカシュナッツも、マカダミアナッツも出しません」と書いていただくか、「アーモンド以外のナッツ類は出しません」と書いていただくと、小学校に上がった時に、「給食大丈夫かな」と思う保護者の気持ちが減ってくるので、そこに関して考えていただけたら助かります。
　後、６ページですが、令和３年度の原因食物を載せていますが、最新のものがありますので、最新のものにしていただいたらと思います。もしよかったら、原稿を作成し、送付します。ナッツが増えて重要視されていますので、それを使って、この辺りの記載をしていただいたらもっと良くなるのではないかなと思っています。
　ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

　前回、検討した市教委・調理場の役割の今日の資料の１５ページのところで、共同調理場の担当者というところの方が役割を担っていただけるというふうになるのですが、先程、事務局が面談に参加する人が、共同調理場担当者で専門性を持っているということだったのですが、この共同調理場の担当者が大変なボリュームがあって、材料の発注から、パン・牛乳の発注、給食費の請求等を抱えているので、専門性を持った方を配置してやっていただくのですが、本当にできるのかということに不安を抱きます。いかがでしょうか。
　人員の体制については、アレルギー対応食の提供を前提に考えているところでありますので、対応できるような配置をしたいと考えています。
　よろしいでしょうか。ありがとうございました。
　ドクターの方が来られて、皆さん安心して相談できたかなと思います。
　それでは、ないようでありますので、以上で本日の議事を終了いたします。
　これをもちまして、議長の役目を終わらせていただきます。進行は事務局の方へお返しいたします。
　御協力、ありがとうございました。
　委員長ありがとうございました。
　次回の会議は、令和８年２月１０日（火）１８時３０分から２０時までの日程で、この会議室で開催したいと存じます。
　会議の前には御案内を差し上げますので、御多忙とは存じますが、何卒よろしくお願いいたします。
　それでは、以上をもちまして令和７年度さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会第３回会議を終了いたします。ありがとうございました。
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